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基本チェックリストについて
　基本チェックリストとは日常の外出状況や食生活の状況など全部で25項目ある質問につい
て、「はい」か「いいえ」の選択式で答えるもので、運動、栄養、口腔、閉じこもり、認知
機能、うつ症状など介護の原因となりやすい生活機能の低下について調べることができま
す。

 有効期間が満了する60日前から、更新の手続きをすることができます。再度、基本チェック
リストを実施し、該当した場合に被保険者証の更新を行います。

（参考）事業対象者の判定の有効期間
【新規の場合】
有効期間開始日：チェックリスト実施日
有効期間終了日： チェックリスト実施日の翌月の初日から24か月

（チェックリスト実施日が月の初日の場合、実施日から24か月）
【更新の場合】
有効期間開始日：有効期間の満了日の翌日（チェックリスト実施日）
有効期間終了日：チェックリスト実施日から24か月

基本チェックリスト  の
結果の判定は実施後すぐ
に行います。
　65歳以上の方は、基本
チェックリストの回答結果
が基準を満たしている場
合、事業対象者となり、総
合事業のサービス・活動事
業（訪問型サービス（26
頁）、通所型サービス
（30頁））を利用するこ
とができます。

　なお、 サービス利用の
希望がなくても  基本
チェックリストで心身の
状況を把握し、介護予防な
どの健康づくりにつなげる
ことは大切です。

基本チェックリストの実
施やご相談  は地域包括支
援センター（裏表紙の裏
面）又は各区役所健康福
祉課（中央区のみ窓口
サービス課）・地域保健福
祉センター（85頁）で行
うことができます。

総合事業のサービス利用までの流れ

窓口相談
・地域包括支援センター　・区役所健康福祉課

（中央区のみ窓口サービス課）
・地域保健福祉センター　・居宅介護支援事業所

要介護認定申請

「地域包括支援センター」または「居宅介護支援事業所」
によるケアプランの作成等

サービス・活動事業（※）
訪問型サービス（26頁）
①介護予防訪問介護相当サービス
②訪問型基準緩和サービス
③住民主体の訪問型生活支援
④訪問指導

通所型サービス（30頁）
①介護予防通所介護相当サービス
②通所型基準緩和サービス
③幸齢ますます元気教室

一般介護予防事業（48頁）
◯にいがたし元気力アップ・サ
ポーター制度

◯介護予防についての講演会
・教室・相談

○フレイル予防事業
◯認知症予防出前講座
◯住民主体の通いの場（週1回
以上開催する地域の茶の間）

◯総おどり体操事業

要支援1・2 非該当 非該当要介護1～5

介護サービス 介護予防サービス

・訪問看護
・訪問リハビリ
・通所リハビリ
・ショートステイ
・福祉用具貸与
など

居宅介護支援事業所
による

ケアプランの作成等

基本チェックリスト実施

事業対象者

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
※旧介護予防・生活支援サービス
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●利用者負担割合
介護サービスを利用したときは、実際にかかるサービス費用の１割～３割を支払います。利用
者負担の割合は前年の所得等に応じて決まります。原則、本人の所得で決まるため、同じ世帯
でも負担割合が異なることがあります。

●介護保険負担割合証
　利用者負担割合を確認する証として、「介護保険負担割合証」を要介護・要支援認定を受け
ている方及び事業対象者に毎年７月下旬にお送りします。介護サービスを利用する際には、被
保険者証と併せてサービス事業者等へ提示してください。 ●住所はお手数で

すがご自分で記
入してください

●氏名、フリガ
ナ、生年月日な
どに誤りがない
かを確認してく
ださい

●裏面の注意事項
をよくお読みく
ださい

●負担割合
　（1割～３割）
が記載され
ます

●負担割合の
適用期間が
記載されま
す

※ 令和9年1月以降に交付する介護保険負担割合証は様式が変更になる予定です。

介護保険課介護給付係（裏表紙参照）問い合わせ

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除
や人的控除等の控除をする前の所得金額。土地等の売却等により長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控
除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とします。

※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

＜利用者負担割合の判定の流れ＞

3割負担

2割負担

1割負担

本人が住民税を
課税されている

65歳以上の人
スタート 本人の

合計所得金額が
220万円以上

本人の
合計所得金額が
160万円以上

3割
次の❶❷の両方に該当する場合
❶本人の合計所得金額が220万円以上
❷ 同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が、65歳以上の人が1人の世帯の場合340万円以上、
65歳以上の人が2人以上世帯の場合463万円以上

2割
「3割」に該当しない人で、次の12の両方に該当する場合
1本人の合計所得金額が160万円以上
2同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が、65歳以上の人が1人の世帯の場合280万円以上、
65歳以上の人が2人以上世帯の場合346万円以上

1割 上記以外の人
（住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は、上記にかかわらず1割負担）

はいはい

はい

はい

はい
いいえ

はい

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

同一世帯にいる65歳以上の人の
「年金収入＋その他の合計所得金額」が

340万円以上
合計463万円以上65歳以上の2人以上世帯

65歳以上の単身世帯

同一世帯にいる65歳以上の人の
「年金収入＋その他の合計所得金額」が

280万円以上
合計346万円以上65歳以上の2人以上世帯

65歳以上の単身世帯

介護サービスの利用者負担
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　居宅サービスには、要介護度ごとに利用できる限度額が設定されています。
　限度額の範囲内でサービスを利用した場合、利用者は費用の１割～3割を負担し、残りは
介護保険から給付されます。
　限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者の自己負担になります。
１月あたりの利用限度額は、下記の単位数にサービス毎の地域区分単価を乗じたものです。

●福祉用具購入費の支給（4月から翌年3月までの１年間）　　  　　　　　　　  10万円
●住宅改修費の支給（1人につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   20万円
　利用者は、いったん費用の全額をお支払いいただき、領収書を添付して市に請求すると、
　自己負担割合に応じた額が支給されます。
　限度額を超えた場合は、超えた分を全額利用者が負担することになります。

要介護度に関係なく限度額が設定されるサービスの費用

◎短期入所サービスはあくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。
　短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。
　 連続して30日を超えない場合であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認
定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

要介護度 利用できる単位数 １月あたりの利用限度額
事業対象者 5,032 単位※ 50,320 円

※１単位を10円として計算した場合
の目安の金額です。

※実際の費用は各サービスごとの
「単位数×新潟市の地域区分単価
（10円～10.21円）」によって算定
されます。

要支援 要支援１ 5,032 単位 50,320 円
要支援２ 10,531 単位 105,310 円

要介護

要介護１ 16,765 単位 167,650 円
要介護２ 19,705 単位 197,050 円
要介護３ 27,048 単位 270,480 円
要介護４ 30,938 単位 309,380 円
要介護５ 36,217 単位 362,170 円

※退院直後で、集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられる方など、利用者の状態によ
り5,032単位を超えることも可能です。

サービス種類 地域区分単価
・（介護予防）居宅療養管理指導
・（介護予防）福祉用具貸与 １０円

・介護予防通所介護相当サービス
・通所型基準緩和サービス
・通所介護
・（介護予防）短期入所療養介護
・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・介護医療院

・地域密着型特定施設入所者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・地域密着型通所介護
・（介護予防）認知症対応型共同生活介護

１０．１４円

・（介護予防）訪問リハビリテーション
・（介護予防）通所リハビリテーション
・（介護予防）短期入所生活介護

・（介護予防）認知症対応型通所介護
・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

１０．１７円

・介護予防訪問介護相当サービス
・訪問型基準緩和サービス
・訪問介護
・（介護予防）訪問入浴介護
・（介護予防）訪問看護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・介護予防支援・居宅介護支援
・介護予防ケアマネジメント

１０．２１円

介護保険課介護給付係（裏表紙参照）問い合わせ

サービスの利用限度額
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要支援・要介護認定を受けた方、または基本チェックリストによる判定で事業対象者となった方
は、介護保険で次のようなサービスを利用することができます。

認定の結果が、要支援か要介護かによって利用できるサービスが異なります。
要支援の方は予防に重点を置いたサービス、要介護の方は介護サービスを利用します。
また、基本チェックリストによる判定で事業対象者となった方は、総合事業の介護予防・生活支
援サービスが利用できます。
このガイドブックでは、

のマークを表示しています。

在宅で
利用できる
サービス

事業
対象者

サービス・
活動事業

●介護予防訪問介護相当サービス ●訪問型基準緩和サービス
●住民主体の訪問型生活支援 ●訪問型短期集中予防サービス
●介護予防通所介護相当サービス ●通所型基準緩和サービス
●通所型短期集中予防サービス（幸齢ますます元気教室）
※事業対象者は上記のサービスのみ利用できます。

要支援
1・2
の方

介護予防
サービス

●介護予防訪問入浴介護 ●介護予防訪問看護
●介護予防居宅療養管理指導 ●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション ●介護予防短期入所生活介護
●介護予防短期入所療養介護 ●介護予防住宅改修費の支給
●介護予防福祉用具購入費の支給 ●介護予防福祉用具貸与
●介護予防特定施設入居者生活介護

要介護
1～5
の方

居宅介護
サービス

●訪問介護 ●訪問看護
●訪問入浴介護 ●訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導 ●通所介護
●通所リハビリテーション ●短期入所生活介護
●短期入所療養介護 ●住宅改修費の支給
●福祉用具購入費の支給 ●福祉用具貸与
●特定施設入居者生活介護

施設に
入所する
サービス

要介護
1～5
の方

施設
サービス

●介護老人福祉施設 ●介護老人保健施設
●介護医療院

地域密着型
サービス
※原則として、
新潟市の住民の
方のみが利用し
ます。

要支援
1・2
の方

地域密着型
介護予防
サービス

●介護予防小規模多機能型居宅介護 ●介護予防認知症対応型通所介護　
●介護予防認知症対応型共同生活介護

要介護
1～5
の方

地域密着型
サービス

●小規模多機能型居宅介護 ●夜間対応型訪問介護
●看護小規模多機能型居宅介護 ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●認知症対応型通所介護 ●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護　●地域密着型通所介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

事業対象者の方が利用できるサービスに、

要支援の方が利用できるサービスに、

要介護の方が利用できるサービスに、

事業
支援
介護

介護保険サービスの種類


